
〈
広
告
〉

　

風
し
ん
の
免
疫
を
保
有
し
て
い

な
い
女
性
が
妊
娠
中
に
感
染
す
る

と
、
胎
児
が
、
白
内
障
・
先
天
性

心
疾
患
・
難
聴
を
主
な
症
状
と
す

る「
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
」に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
妊
娠
を
希
望
す

る
出
産
経
験
の
な
い
女
性
等
を
対

象
に
風
し
ん
抗
体
検
査
料
を
助
成

し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

町
内
在
住
者
の
う
ち

①
妊
娠
を
希
望
す
る
出
産
経
験
の

　

な
い
女
性

②
①
の
方
で
、
か
つ
、
風
し
ん
抗

　

体
が
で
き
な
い
女
性
の
配
偶
者

（
事
実
上
婚
姻
関
係
の
あ
る
も
の

　

も
含
む
）並
び
に
同
居
者

③
妊
婦（
抗
体
価
の
低
い
）の
配
偶

者
並
び
に
同
居
者

※
「
過
去
に
風
し
ん
抗
体
検
査
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
」、「
過
去

に
２
回
の
風
し
ん
の
予
防
接
種

を
受
け
て
い
る
」、「
検
査
に
よ

り
風
し
ん
と
判
断
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
」方
は
除
き
ま
す
。
ま

た
、
配
偶
者（
同
居
者
）と
の
同

時
受
検
は
補
助
対
象
外
に
な
り

ま
す
。

【
助
成
内
容
】

　

医
療
機
関
に
支
払
わ
れ
た
抗
体

検
査
費
用
に
対
し
、
助
成
し
ま

す
。

※
次
の
検
査
方
法
に
よ
り
ど
ち
ら

か
1
回
の
み
を
限
度
と
し
て
助

成
。

・
E
I
A
法　

6
，7
5
0
円

・
H
I
法　
　

5
，4
8
0
円

【
申
請
書
類
・
提
出
先
】

　

北
海
道
風
し
ん
抗
体
検
査
事
業

補
助
金
交
付
申
請
書
と
領
収
書
、

並
び
に
住
所
地
を
証
明
す
る
書
類

の
写
し（
健
康
保
険
証
、
運
転
免

許
証
、
は
が
き
等
、
な
お
、
同
居

者
の
場
合
は
、
ご
自
分
の
住
所
地

と
対
象
女
性
の
住
所
地
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し
の
提
出
が
必
要
）

を
持
っ
て
、
住
所
地
の
道
立
保
健

所（
又
は
支
所
）に
提
出
し
て
く
だ

さ
い（
郵
送
可
。
た
だ
し
提
出
締

切
日
必
着
）。

【
実
施
期
間
】

　

令
和
6
年
3
月
8
日（
金
）ま
で

【
申
請
書
提
出
期
限
】

　

令
和
6
年
3
月
8
日（
金
）必
着

【
協
力
医
療
機
関
】

　

北
海
道
の
H
P
ま
た
は
最
寄
り

の
保
健
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
北
海
道
八
雲
保
健
所

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
6
8

風
し
ん
抗
体
検
査
料
を

道
が
助
成
し
ま
す

【
日
時
】

　
7
月
18
日（
火
）

　
午
後
1
時
30
分
〜
2
時
30
分

【
場
所
】

　
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

【
内
容
】

　
簡
単
お
や
つ
作
り

【
参
加
費
】
1
0
0
円

※
申
込
不
要

【
共
催
】

　
八
雲
町
、
八
雲
総
合
病
院
、
八

雲
保
健
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

・
八
雲
総
合
病
院
医
療
連
携
課

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
8
5

・
八
雲
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
6
8

がんサロンの
（茶話会）

お知らせ

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
が
7
月
31
日
に
到
来
す

る
こ
と
に
伴
い
、
新
し
い
保
険
証

を
7
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
が
未

納
と
な
っ
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て

は
、
保
険
証
が
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。
別
途
送
付
す
る
案
内
に
従
っ

て
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※
詳
し
く
は
、
町
H
P
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

新
し
い
被
保
険
者
証
を

送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
へ
加
入
し
て
い
る

皆
様
へ

町HP
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